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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、経営の健全性、効率性及び透明性を確保し、企業の長期的な発展と継続的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガ

バナンスの充実に努めています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則４－１－２】、【原則５－２】

・ 当社の経営の柱となる鉄道事業においては、安全・安定輸送の確保が最も重要な課題であり、日々の事業運営から、社員教育、設備投

　資の各面で、この信頼性を高めることを最優先に事業を遂行しており、経営全般にわたる中期経営計画を策定して区切りとなる断面の経

　営数値を目標として追求する方式は採用しておりません。

・ このような中期経営計画を策定し、数値目標を掲げるという形式はとらないものの、当社は、長期的な視点に立って鉄道事業に取り組ん

　でまいりました。具体的には、現在、取り組んでいる中央新幹線の建設のほか、東海道新幹線の大規模改修計画や地震対策、車両更新

　計画等の長期間を要する設備投資については、いずれも長期的な視点に立って決定し、着実に推進していくこととしております。その他の

　主要な施策についても、計画及び実績等を適宜公表して、着実に推進しております。また、安全・安定輸送の確保を大前提に、効率的な

　業務運営により健全経営を堅持していくべく、毎年、足元の経営環境を踏まえて、年度の収支計画、重点施策、設備投資計画について公

　表し、引き続き着実に経営基盤の強化を実現してまいります。

【補充原則４－１０－１】

　当社では、３名の独立社外取締役が、取締役会の一員として、経営上重要な事項の審議に加わるほか、取締役の業務執行状況を適切に監督し
ております。

　加えて、当社では独立の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役会に先立ち、全社外取締役、非常勤社外監査役、経営陣との間で、指
名・報酬等の経営上重要な事項も含めて、意見交換を行っております。また、この他にも情報交換を行う場を設けて、取締役会における建設的な
議論や意見交換に繋げており、独立社外取締役の適切な関与・助言をいただいております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】

（１）政策保有に関する方針

　　　当社は、株式の保有を通じた長期的・安定的な取引関係の維持・強化が、事業の円滑な遂行と中長期的な企業価値向上につながるとい

　　う視点に立ち、必要性を総合的に勘案して政策保有株式を保有します。この方針に基づき、必要性が認められないと考える政策保有株式が

　　ある場合には、縮減するなど見直していきます。

（２）政策保有の検証

　　　当社は、個別の政策保有株式について、中長期的な経済合理性や将来の見通し、保有を継続するねらい等を具体的に精査の上、その保　　

　　有の適否について取締役会で検証を行います。

（３）議決権行使に関する基準

　　　当社は、政策保有株式の議決権行使にあたり、当社の中長期的な企業価値向上や、取引先企業の持続的成長等を勘案し、議案ごとに

　　内容を精査して、賛否を判断します。

【原則１－７】

　取締役の競業取引及び取締役と会社間の取引は、法令及び取締役会規則の定めに基づき、取締役会での承認・報告を要することとしてお

ります。役員及びその近親者と会社との関連当事者間の取引の有無については、毎年定期的に役員に確認を行っております。

【原則２－６】

　当社は、確定給付企業年金制度を採用しておりませんので、本原則には該当いたしません。

　また、当社では、企業型確定拠出年金制度を採用しております。当制度の運用は、制度に加入している社員の財産形成に影響があるため、

資産運用に関する教育を適切に実施しております。

【原則３－１】

（１）　・ 当社は、昭和62（1987）年の国鉄改革において、東京～名古屋～大阪という日本の大動脈輸送を担う東海道新幹線と、名古屋、静岡

　　　　　を中心とした東海地域の在来線網を、将来にわたって一体的に維持・発展させていくことを使命として発足いたしました。

　　　　　さらに、今後、在来線・東海道新幹線・中央新幹線の「三世代の鉄道」の運営等、業容が拡大する当社において、会社が目指すべき

　　　　　方向を示すものとして「日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献する」という経営理念を定めております。この経営理念については、

　　　　　当社ホームページ（https://company.jr-central.co.jp/company/about/outline.html）に記載しております。

　　　　　　

　　 　・　当社は、鉄道事業において、安全・安定輸送の確保を最優先に、お客様に選択されるサービスの提供、業務効率化等について不断



　　　　　の取組みを行うことにより、前述の社会的使命を、長期にわたり安定的かつ十分に果たし続けていくことを基本方針としております。

　　　　　この基本方針については、「アニュアルレポート」の「マネジメントレター」に記載しておりますので、以下URLをご参照下さい。

　　　　　　アニュアルレポート：https://company.jr-central.co.jp/ir/annualreport/index.html

　　　 ・　この基本方針に基づき、本年度に取り組む具体的な施策等については、「重点施策と関連設備投資」に記載しておりますので、以下

　　　　　URLをご参照下さい。

　　　　　　重点施策と関連設備投資：https://company.jr-central.co.jp/company/achievement/capital-investment/

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「１．１．基本的な考え方」に記載しております。

（３）取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「２．１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針

　　の開示内容」に記載しております。

（４）取締役・監査役の各候補者については、当社の業務を遂行するにあたり、最もふさわしい体制を確保するとの方針に従い、年齢、性別、

　　国籍を問わず、能力・識見・経歴等を総合的に勘案し、最も適任と認められる者を、取締役会の決議を経て候補者として適正に選定した

　　上で株主総会に選任をお諮りしております。また、代表取締役につきましても同様の観点から、法令及び取締役会規則の定めに基づき、

　　選解任を行っております。

（５）取締役・監査役の各候補者については、株主総会参考書類に記載の経歴等を踏まえて適切に選定しております。

　　また、代表取締役の異動については、東京証券取引所が定める適時開示の基準に従い、必要な開示を行います。

【補充原則４－１－１】

　取締役会は、法令又は定款に定める事項及び株主総会の委任を受けた事項並びに業務執行上の重要な事項に係る意思決定を行うこと

としており、具体的事項は取締役会規則に定めております。

　また、取締役会において、取締役の業務分担及び執行役員の担当業務を定めるとともに、社内規程により、各部門の分掌事項と職務権

限を明確に定め、取締役及び執行役員に対する委任の範囲を明確にしております。

【原則４－９】

　社外取締役及び社外監査役については、社外での様々な経験やその高い識見に基づき独立した立場からご意見をいただけるよう、株式

会社東京証券取引所が定める独立性の基準に従い各人の独立性を判断しております。

【補充原則４－１１－１】

　取締役については、年齢、性別、国籍を問わず、能力・識見・経歴等を総合的に勘案し、最も適任と認められる者を、取締役会の決議を経て

候補者として適正に選定した上で株主総会にお諮りしております。その人数及び業務分担等については、当社の業務を遂行するにあたり最も

ふさわしい体制を確保する、との方針で、その都度各プロジェクトの進捗状況等を総合的に勘案して決定しております。

【補充原則４－１１－２】

　取締役・監査役の重要な兼職の状況は、事業報告及び株主総会参考書類に記載しているとおりであり、これらは当社の取締役・監査役と

しての役割・責務を適切に果たすことに支障を及ぼさない範囲のものです。

【補充原則４－１１－３】

　当社は、取締役会を月１回以上開催し、法定事項はもとより、経営上重要な事項について、事柄の背景や進捗状況等を丁寧に説明し十分に

審議の上、適法かつ適正に意思決定を行っております。また、業務執行の状況につきましても、各業務を担当する取締役から必要に応じて報

告がなされており、取締役の業務執行状況を適切に監督しております。社外取締役からは、高い見地から経営に対する有効な助言をいただく

とともに、経営に規律をもたらしております。

　また、取締役会に先立ち、社外取締役、社外監査役（非常勤）、経営陣の間で意見交換を行う懇談会を設けており、取締役会の実効性向

上を図っております。

　以上の内容につきまして、取締役会において、取締役会全体の実効性は十分に確保されていると評価しております。

【補充原則４－１４－２】

　当社の取締役・監査役は、その役割や責務を果たすのに十分な能力・識見を有することはもとより、株主の皆様のご負託に応えるべく、

社外の研修にも積極的に参加するなど自ら研鑽を積みながら、責任をもって職務を遂行しております。

　当社としては、例えば関係法令が改正された時にはその内容を会議体等で周知するほか、会社として適切な意思決定ができるように会

社の抱える経営課題を共有する研修機会を設けるなど、各取締役・監査役が職責を適切に全うするために必要な措置を講じております。

【原則５－１】

　当社では、以下のとおり「株主との建設的な対話を促進するための方針」を定めております。

　　・ 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するために、株主総会が株主との重要な対話の機会と位置づけ、質疑の

　　　充実に努めております。株主との対話全般については総務部長が統括し、株主からのご質問やご意見・ご要望には、合理的な範囲で個

　　　別面談や電話等にて対応しております。

　　・ そのうち、機関投資家との対話については、総合企画本部長がこれを統括し、総合企画本部経営管理部にＩＲ担当を配置しており、総

　　　務・財務・法務部門等と有機的に連携することにより対話の充実に努めております。対話にはＩＲ担当が対応することとし、機関投資家

　　　の希望や関心事項等を総合的に勘案し、合理的な範囲で経営陣幹部又は取締役とともに対応しております。具体的には、個別面談を

　　　実施するほか、半期ごとに決算説明会を開催するとともに、必要に応じて電話会議や施設見学会等を実施するなど、対話の手段の充

　　　実に努めております。

　　・ 決算説明会の情報は当社ホームページで公開するほか、株主宛に半期ごとに報告書を送付するなど、広く株主への情報提供の充実

　　　に努めております。なお、これ以外にも、重要施策や重要な設備投資の意思決定等については、定例の社長会見や報道公開等を通し

　　　てきめ細かく情報を開示するなど、マスメディアを通じてより多くのステークホルダーに十分な情報が広く行き届くよう努めております。

　　・ 株主との対話の内容は経営陣幹部に報告し、必要に応じて取締役会にフィードバックします。



　　・ 株主との対話において、インサイダー情報を伝達することはありません。なお、四半期ごとの決算発表日の１４日前からの期間は、決算

　　　情報に関する対話を控える「沈黙期間」とさせていただきます。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 12,597,400 6.39

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 9,997,100 5.07

株式会社みずほ銀行 8,642,300 4.39

野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱ＵＦＪ銀行口） 7,125,000 3.62

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 6,278,100 3.19

日本生命保険相互会社 5,000,000 2.54

トヨタ自動車株式会社 4,000,000 2.03

第一生命保険株式会社 3,423,900 1.74

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 3,388,700 1.72

農林中央金庫 3,350,000 1.70

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

【大株主の状況】は、令和２年３月31日現在の株主名簿に基づき記載しています。

　(注)

１ 上記のほか、当社は自己株式8,999,249株を保有しています。

２ 平成31年４月19日付で公衆の縦覧に供されている株券等の大量保有状況に関する変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及び

　その共同保有者２名が、平成31年４月15日現在で12,895,300株を保有している旨が記載されていますが、当社として令和２年３月31日現在に

　おける当該法人の実質所有株式数の確認ができないため、上記では考慮していません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3 月

業種 陸運業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社は、「日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献する」という経営理念のもと、事業を運営しております。関連事業においては、鉄道事業と相乗
効果を期待できる事業分野を中心に、グループ会社とともに事業の拡大を推進し、経営基盤の強化を図っております。上記方針を踏まえ、当社
は、上場子会社１社（日本車輛製造株式会社）を有しておりますが、当該子会社の経営の自主・自立性を尊重しております。

　当該子会社との連携を通じてグループ全体の総合的な技術力を高め、相互補完の関係を構築し、企業価値の持続的拡大を図る一方で、当該子
会社の事業運営に係る独立性を確保する観点や、適切な情報開示及び市場規律の下での企業経営が顧客との取引の維持・拡大に資することを



踏まえ、当該子会社の上場を維持することが望ましいと考えています。

　また、当該子会社の適正な業務執行を確保するため、当社より当該子会社に取締役を派遣するとともに、複数の社外取締役を配置し、外部的な
視点から取締役の業務執行に対する監督機能を果たすことにより、ガバナンス体制の実効性を確保しております。なお、当該子会社の経営陣の
判断を最大限尊重することで、当該子会社及び当社以外の株主その他当該子会社におけるステークホルダーの利益が、不当に損なわれることは
ないものと考えております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 16 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

佐伯 卓 他の会社の出身者

笠間 治雄 弁護士

大島 卓 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐伯 卓 ○ ―――

これまでの会社経営における経験やその高い
識見から、当社の社外取締役に適任であると
判断したためです。

また、独立した立場から、取締役会の場に限ら
ず、当社の業務遂行上有益な意見を述べてお
り、今後も同様の役割が期待されるため、独立
役員に指定しています。



笠間 治雄 ○ ―――

これまでの検察官及び弁護士としての活動に
おける経験やその高い識見から、当社の社外
取締役に適任であると判断したためです。

また、独立した立場から、取締役会の場に限ら
ず、当社の業務遂行上有益な意見を述べるこ
とが期待されるため、独立役員に指定していま
す。

大島 卓 ○ ―――

これまでの会社経営における経験やその高い
識見から、当社の社外取締役に適任であると
判断したためです。

また、独立した立場から、取締役会の場に限ら
ず、当社の業務遂行上有益な意見を述べるこ
とが期待されるため、独立役員に指定していま
す。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　定期的又は必要の都度、情報交換を行うことにより相互に連携を図っています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 4 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

石津 緒 その他

山下 史雄 その他

木藤 繁夫 弁護士

那須 國宏 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

石津 緒 ○ ―――

これまでの運輸行政等における経験やそ

の高い識見から、当社の社外監査役に適

任であると判断したためです。

また、独立した立場から、取締役会及び監

査役会の場に限らず、当社の業務遂行上

有益な意見を述べており、今後も同様の役

割が期待されるため、独立役員に指定し

ています。

山下 史雄 ○ ―――

これまでの警察行政等における経験やそ

の高い識見から、当社の社外監査役に適

任であると判断したためです。

また、独立した立場から、取締役会及び監

査役会の場に限らず、当社の業務遂行上

有益な意見を述べており、今後も同様の役

割が期待されるため、独立役員に指定し

ています。

木藤 繁夫 ○ ―――

これまでの検察官及び弁護士としての活動

における経験やその高い識見から、当社の

社外監査役に適任であると判断したためで

す。

また、独立した立場から、取締役会及び監

査役会の場に限らず、当社の業務遂行上

有益な意見を述べており、今後も同様の役

割が期待されるため、独立役員に指定して

います。

那須 國宏 ○ ―――

これまでの弁護士としての活動における経

験やその高い識見から、当社の社外監査

役に適任であると判断したためです。

また、独立した立場から、取締役会及び監

査役会の場に限らず、当社の業務遂行上

有益な意見を述べており、今後も同様の役

割が期待されるため、独立役員に指定して

います。

【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

　 当社は、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として、上場証券取引所に対し

届け出ています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　当社業務の特性に鑑み、不要と判断しています。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

―

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　 取締役の報酬等は、定額の基本報酬と賞与から構成しています。基本報酬は役位、経験年数等を総合的に勘案し、賞与は各事業年度

の業績、委嘱業務の成果等を総合的に勘案し決定しています。なお、社外取締役の報酬等は、定額の基本報酬のみとしています。

取締役会において、代表取締役社長がこれらの方針を説明したうえで、報酬等の具体的な金額の決定については、代表取締役社長へ一任

することを決議し、適正な額を支給しています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役には、必要な情報提供を随時行っています。

　社外監査役を含む監査役の職務執行を補助する者として、当社の社員から専任の監査役スタッフを置いています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

須田 寛 相談役
当社業務に関する助言

各種団体や財界等での活動

常勤

報酬有
1995/06/28 １年毎に更新

葛西 敬之 名誉会長
当社業務に関する助言

各種団体や財界等での活動

常勤

報酬有
2004/06/23 ２年毎に更新

松本 正之 特別顧問
当社業務に関する助言

各種団体や財界等での活動

非常勤

報酬有
2010/03/31 １年毎に更新

山田 佳臣 相談役
当社業務に関する助言

各種団体や財界等での活動

非常勤

報酬有
2014/03/31 １年毎に更新

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 4 名

その他の事項

　当社の代表取締役社長経験者はこれまでの豊富な経験や幅広い人脈を活かし、当社業務に関する助言を行うほか、様々な公的な役職や

団体等における活動を行ってきております。こうした活動は、当社の社会貢献活動として有意義なものと考えております。なお、上記の代表

取締役社長経験者は、いずれも取締役には就任しておらず、取締役会における意思決定にも関与しておりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　 取締役会は、月１回以上開催し、法定事項はもとより、経営上重要な事項について、事柄の背景や進捗状況等を丁寧に説明し十分

に審議の上、適法かつ適正に意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督しています。また、経営に関する重要な事項を

審議する機関として、代表取締役社長が議長を務め、全ての常勤の取締役及び監査役並びに一部の執行役員を構成員とする経営

会議を設置し、取締役会に先立って、より幅広く経営に関する事項を審議することで、その後に開催される取締役会における審議の

充実を図っています。取締役会、経営会議をはじめとする重要な会議には監査役に出席を求め、審議過程から経営施策の適法性の

確保に努めています。また、当社は、子会社等に対して必要な管理、指導を行うことで、適正な業務運営の確保に努めています。

　 なお、当社は平成15年５月に執行役員制度を導入していますが、当社を取り巻く経営環境の変化に適時・適切に対応するため、平

成24年６月から、より一層の取締役会における意思決定の迅速化及び審議の充実並びに取締役と業務執行を担う執行役員との役割

分担のさらなる明確化を目的とした役員体制としています。そのうえで、事業の実情に通じた意思決定を行うため、鉄道事業本部長を

はじめ基幹的業務を担う一部の執行役員を取締役兼務とする役員体制としています。

　 監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するほか、監査役会で策定した計画に基づき、本社部門、鉄道事業本部、

支社、現業機関、子会社等の監査や、取締役、執行役員及び使用人等との意見交換等を通じて、その業務執行状況について検証する

など、厳正に監査を行っております。なお、監査役の職務執行を補助する者として、当社の社員から専任の監査役スタッフを置くなど、

監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しています。

　 内部監査は、監査部において、業務運営の準拠性、効率性及び有効性の観点から、当社及び主要な子会社等の業務全般を対象と

して、業務資料や契約書等の書類の確認、業務の立会、関係者へのインタビューなどの手法により監査を実施し、その結果を経営者に

報告しています。加えて、運転事故及び労働災害を防止するため、安全対策部において安全監査を実施し、その結果を経営者に報告

しています。

　 会計監査は、会計監査人として選任している有限責任監査法人トーマツから、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づく適

正な監査を受けています（継続監査期間　昭和62年４月以降）。なお、業務を執行した公認会計士は、同監査法人に所属する北方宏樹、



鈴木晴久及び加納俊平であり、その監査業務に係る補助者は26名（公認会計士12名、その他14名）です（令和２年６月23日現在）。

　 取締役候補者については、年齢、性別、国籍を問わず、能力・識見・経歴等を総合的に勘案し、当社の取締役として最も適任と認め

られる者を、取締役会の決議を経て適正に選定し、株主総会に諮っています。また、監査役候補者については、年齢、性別、国籍を

問わず、能力・識見・経歴等を総合的に勘案し、当社の監査役として最も適任と認められる者を、監査役会の同意を得たうえで、

取締役会の決議を経て適正に選定し、株主総会に諮っています。

　 取締役の報酬等については、株主総会で承認された報酬等の限度額の範囲内において、取締役会の決議を経て適正な額を決定して

います。

　 社外取締役からは、社外における様々な経験やその高い識見に基づき、取締役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を

受けています。

　 当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第１項の責任を法令が規定する

額に限定する契約を締結しています。　

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社においては、事業内容、規模等を総合的に勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催日のおおむね３週間前に発送しています。

集中日を回避した株主総会の設定 第33回定時株主総会開催日　令和２年６月23日（火曜日）

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能としています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用によ

る議決権行使を可能としています。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知及び参考書類の英訳版を作成し、当社のホームページ等に掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

原則、第２四半期、期末の決算発表日の翌営業日に決算説明会を開催

し、決算内容や経営戦略について具体的に説明しています。
あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
原則、年に１～２回程度、北米、欧州等における海外機関投資家訪問を実

施しています。
あり

IR資料のホームページ掲載

当社への理解をより深めていただけるよう、「企業情報」、「IR・決算情

報」のページを設け、下記の資料を開示しているほか、最新のニュースリ

リースや月次ご利用状況などを掲載しています。１．アニュアルレポート・

ファクトシート、２．有価証券報告書及び四半期報告書、３．決算情報（決

算短信、補足説明資料、決算説明会配布資料など）、４．輸送状況（旅客輸

送人キロ、旅客運輸収入など）、５．財務状況（収益及び利益の

推移、長期債務の推移など）

IRに関する部署（担当者）の設置 総合企画本部経営管理部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

地球環境への負荷が少ない鉄道の特性をより一層発揮させていくための取組みを積極

的に推進しており、車両の省エネルギー化などにより直接的な環境負荷の低減を図る

ほか、環境負荷が少ない鉄道を多くのお客様に選択・利用していただけるよう、快適な

輸送サービスの提供に努めています。また、それら地球環境保全等への取組み内容を

アニュアルレポート等で公開しています。

その他

当社では多様な人材の能力を最大限に引き出し、会社の成長につなげるべく、社員の就
労環境の整備に努めております。例えば育児支援のため、法定を上回る育児休職期間の
設定や各種給付金の充実等を実現しており、平成29年度からは、育児等を理由に退職し
た社員を再雇用する制度を導入し、また平成30年度からは地域限定運用を原則とする社
員の勤務エリアを変更する制度を導入しております。社員が意欲と働きがいを持って長き
にわたり活躍できる環境を整えるとともに、男女の区別なく適性や能力を適切に評価し、そ
の職に相応しい登用を進めてきた結果、女性社員も数多く活躍しています。令和元年度末
時点における女性社員数は約2,100名（うち約120名が管理職社員）となっております。今後
も就労環境の充実に積極的に取り組んでまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

○次のとおり、内部統制の基本方針を取締役会において決定しています。

　　１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　　　取締役会は、法定事項及び経営上重要な事項について十分に審議し、適法かつ適正に意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況

　　 を監督する。

　　　　内部監査部門は、取締役、執行役員及び社員による業務執行が法令、定款及び社内規程に適合して行われているかについて、内部監査

　　 を行う。

　　　　嘱託弁護士等の外部の専門家から、必要に応じてアドバイスを受ける体制を整え、業務運営の適法性の確保に努める。

　　　　反社会的勢力との関係遮断のため、不当要求には一切応じず、対応統括部署を定め、外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する

　　 など、必要な体制を整える。

　　２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　　　社内規程により、保存する必要のある文書を定め、対象となる文書について、適切に保存及び管理を行う。

　　３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　　各部門の所管事項に関する意思決定については、その重要度に応じて上位の職位による承認、会議への付議など、定められた手続により

　　 適切に行う。

　　　　また、鉄道運転事故防止に関して、鉄道安全推進委員会での審議を通じて、効果的な対策を強力に推進する。

　　４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　　社内規程により、各部門の分掌事項と職務権限を明確に定めるとともに、その課題と業務量に応じて適切な要員配置を行い、効率的な

　　 業務体制を整える。

　　５．当社及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　　　子会社等の取締役会は、法定事項及び経営上重要な事項について十分に審議し、適法かつ適正に意思決定を行うとともに、取締役の

　　 業務執行状況を監督する。

　　　　子会社等における意思決定については、その重要度に応じて権限者による承認、会議への付議など、定められた手続により適切に行う。

　　　　子会社等では、社内規程により、各部門の分掌事項と職務権限を明確に定め、効率的な業務体制を整える。

　　　　当社は社内規程に基づき、子会社等と一定の重要事項について協議・報告を行う旨の協定を締結の上、必要な管理、指導を行う。

　　　　当社の内部監査部門は、主要な子会社等の取締役、執行役員及び社員による業務執行が法令、定款及び社内規程に適合して行われて

　　 いるかについて、監査を行う。

　　　　子会社等は、反社会的勢力との関係遮断のため、不当要求には一切応じず、対応統括部署を定め、当社や外部の専門機関と緊密な

　　 連携関係を構築するなど、必要な体制を整える。

　　６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、その使用人の取締役からの独立性に

　　　　関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　 　　 監査役の職務執行を補助する者として、当社の社員から専任の監査役スタッフを置く。

　 　　 監査役スタッフの人事について、人事部門は、事前に監査役の意見を聞く。

　　７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　　　　取締役、執行役員及び社員は、当社または当社及びその子会社等から成る企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見

　　 した場合及び当社またはその子会社等において法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合は、社内規程に従って、遅滞なく監査役

　　 または監査役会に報告を行う。

　　　　また、取締役、執行役員及び社員は、監査役または監査役会の求めに応じ、その職務の執行に関する事項について報告を行う。

　　　　上記の報告を行った取締役、執行役員及び社員は、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない。

　　８．子会社等の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制

　　　　子会社等の取締役、執行役員及び社員は、当該子会社等に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合及び法令・定款に

　　 違反する重大な事実を発見した場合は、当該子会社等の社内規程に従って、遅滞なく当該子会社等の監査役に報告を行う。当該子会社等

　　 の監査役は、上記の事実について報告を受領した場合及び上記の事実を発見した場合は、当社の監査役に報告を行う。

　　　　上記の報告を行った子会社等の取締役、監査役、執行役員及び社員は、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない。

　　９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　　　取締役会への出席のほか、経営会議等の重要な会議に監査役の出席を求め、経営施策の審議過程からその適法性の確保に努める。

　　　　内部監査部門は、監査役及び会計監査人との連携を深め、監査役監査の充実を図る。

　　　　監査役の職務の執行について生ずる費用の支出等については、社内規程に従って適切に処理する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　 当社は、反社会的勢力からの不当な要求に対しては一切応じていません。また、対応統括部署を定め、外部の専門機関と緊密な連

携関係を構築し、必要な情報の収集や管理を行うとともに、対応マニュアルの整備及び各種研修を実施するなど、平素より反社会的勢

力排除のための体制整備を行っています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

○適時開示体制の概要

　 当社は、証券取引所が定める諸規則に基づき、会社情報の適時適切な開示に努めています。

　 また、金融商品取引法第166 条に定める内部者取引の防止にあたり、社内規程（「内部者取引防止規程」）を制定し、以下の体制に

より会社情報の厳正な把握・管理に努めています。

　 １． 情報取扱責任者の設置

　　　　総合企画本部長を「情報取扱責任者」とし、金融商品取引法第166 条に定める業務等に関する重要事実（以下「重要事実」と表

　　 記します。）の集約及び管理を行っています。

　 ２． 担当部署の明確化

　　　　重要事実を区分化し、それぞれについて担当部署を定め、重要事実に該当する事実が生じるおそれがある場合又は生じた場合

　　 は、担当部署から遅滞なく情報取扱責任者に報告することとしています。

　 ３． 適時適切な情報開示

　　　　重要事実及び証券取引所が定める適時開示事項については、適切な業務執行体制の下、ＴＤｎｅｔの利用及びプレスリリースに

　　 より、適時適切な開示を実施しています。


